
 

認知症の方やその家族等への支援を充実します 

 認知症の方やその家族が住み慣れた地域で安心して生活が継続できるよう、早期発見・早

期対応を図るとともに、医療・介護等をはじめとした地域の連携を推進するため、新たに認知

症疾患医療センターの増設及び見守りシール事業を実施します。 

 

【認知症疾患医療センターの増設】 

1 概要 

  相模原市では、これまで１か所（南区）の認知症疾患医療センターで相談を受けてきました

が、新たに１か所を増設（中央区）し、市内２か所体制とします。センターを増設することで、市

民の皆様の利便性の向上を図るとともに、かかりつけ医や地域包括支援センター等の関係

機関との更なる連携を進めます。 

 

2 業務開始日 

  令和４年１０月 3 日（月）    

 

３ 主な業務 

（１） 専門医療相談 

（２） 認知症に関する初期診断や鑑別診断 

（３） 認知症と診断された本人や家族に対する相談支援等 

 

４ 認知症疾患医療センター 一覧 

 医 療 機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 

既設 北 里 大 学 病 院 南区北里 1-15-1 042－778－8229 

新設 総合相模更生病院（※） 中央区小山 3429 042－752－1810 

  （※）総合相模更生病院では、世界アルツハイマーデー（9 月 21 日）に合わせ、9 月 21 日（水）から 10

月 4 日（火）の午後 6 時から午後 9 時まで、認知症普及啓発のシンボルカラーであるオレンジ色でライ

トアップします。 

 

【見守りシール事業】 

１ 概要 

  行方不明になった認知症の方や障害のある方が早期発見され、家族等への迅速な連絡を

図るために、新たに二次元コードが印字された見守りシールを認知症高齢者・障害者等の対

象者へ配布し、２４時間体制のコールセンターで対応します。 

  また、これまでの「認知症高齢者・障害者等ＳＯＳネットワークシステム」（行方不明となった

際に警察署や交通事業者、福祉関係機関のほか、神奈川県内の市町村との連携により、早期

発見を支援するネットワーク）と連動して対応していきます。 

令和４年９月１２日 
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2 対象者 

  次の（1）～（3）の全てに該当する市内に住所を有する方（施設等入所者は除く） 

（１） 認知症高齢者・障害者等ＳＯＳネットワークシステムに事前登録ができる方 

（２） 認知症高齢者等で、行方不明になる可能性がある方 

（3） 行方不明になった際に迎え等に協力できる家族や支援者等がいる方 

 

3 事業のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事業開始日 

  令和４年１０月 3 日（月）    

 

５ 申込窓口 

  各高齢・障害者相談課（緑、津久井、中央、南）、福祉相談センター（城山・相模湖・藤野） 

  ※申請には本人の写真（5 枚）が必要です。 

 

問合せ先 

地域包括ケア推進課 

直通電話 042-769-9250 
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【見守りシールのデザイン】 【貼付のイメージ】

ＳＯＳネットワークシステムで早期発見を支援 見守りシール事業で迅速な身元判明・家族等へ連絡が可能 


